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令和７年７月１１日・１３日の近隣住民説明会でのご意見を踏まえた

追加説明資料

相模原市 都市建設局 リニア拠点整備事務所
リニアまちづくり課

令和７年１２月

［都市計画道路 大西大通り線］

関係権利者・近隣住民の皆様へ
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市では、去る令和７年７月１１日及び１３日に「都市計画道路 大西大

通り線に関する近隣住民説明会」を開催し、大西大通り線の経過や移

転先の確保に向けた支援策等について、ご説明させていただきました。

当日いただいたご意見等を踏まえ、市では、以下の事項について

検討等を行い、今回、これらについて追加の説明資料を作成しました

ので、周知させていただきます。

１.今回のご説明について

○ 大西大通り線整備事業のこれまでの進め方

○ 大西大通り線の必要性や効果を数値等によりお示しすること

○ 不動産情報の提供に係る取組において、市が継続的に関われる体制
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２.大西大通り線に係る経過について

【事業のこれまでの進め方】

大西大通り線整備事業のこれまでの進め方につきまして、

「都市計画法、国のガイドライン、信頼保護原則や比例原則に違

反している」といったご意見をいただきました。

こうしたご意見を踏まえ、あらためて弁護士にも確認した結

果、市のこれまでの進め方につきましては、「違法性がない」も

のと考えております。

(別添)説明会資料
スライドP3～5
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３.大西大通り線の必要性・効果等について

【大西大通り線（現計画）と現道拡幅案の比較①】

(別添)説明会資料
スライドP6～9

大西大通り線の必要性や効果を数値等によりお示しするため、大西大通り

線を整備する計画（現計画）と、既存道路を拡幅し、大西大通り線と同程度の

道路を整備する案（現道拡幅案）との比較※を行いました。

※事業費や補償戸数等は、現計画の事業実施を決定した令和３年度時点の内容で比較しました。
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３.大西大通り線の必要性・効果等について

【大西大通り線（現計画）と現道拡幅案の比較②】

（１）事業費・・・現道拡幅案の方が１３億円（約７％）低額

・現計画の事業費は１７６億円

・現道拡幅案の事業費は１６３億円

（２）補償戸数・・・現道拡幅案の方が５３棟（２５戸）少ない

・現計画の補償戸数は１０９棟（１２０戸）

・現道拡幅案の補償戸数は５６棟（９５戸）

（３）直達性・・・現計画の方が走行距離で約１３0m、走行時間で約４0秒短縮

（国道16号～（仮）西橋本三丁目交差点間での比較）

また、現計画は橋本相原線との交差点形状がT字となるため、対向車の

影響を受けず、インターチェンジ方面への右折がスムーズになる。

(別添)説明会資料
スライドP6～9
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３.大西大通り線の必要性・効果等について

【大西大通り線（現計画）と現道拡幅案の比較③】

（４）費用便益分析（B/C）※

大規模事業評価（令和３年度）における現計画のＢ/Ｃと、同一条件で

現道拡幅案のＢ/Ｃを算出し、比較した結果は次のとおり。

現道拡幅案は、Ｂ/Ｃが１.０を下回ることから、整備等に要する費用

に見合う効果が見込めない。

※費用便益分析(Ｂ/Ｃ)

事業実施により見込まれる走行時間短縮等の効果を金額化した便益（ベネフィット：

「Ｂ」で表記） と整備等に要する費用（コスト：「Ｃ」で表記）を算出し、便益を費用で除し、

その値が１以上なら整備等に要する費用に見合う効果があるとする検証方法

(別添)説明会資料
スライドP6～9

現計画 １.５６ ＞ 現道拡幅案 ０.７８

（５）土地利用の有効性・・・

リニア駅函体上を道路（橋本駅南口駅前通り線）として活用することで、

現計画の方が高度利用可能な宅地が約４,５００㎡広くなる。
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３.大西大通り線の必要性・効果等について

【将来展望、人口推計を見据えた大西大通り線の必要性】

(別添)説明会資料
スライドP6～9

将来のリニア開業を見据え、橋本駅周辺から相模原IC方面へのアク

セス性を高め、人や企業を呼び込み、更なる交流を創出するため、周辺

都市間との交流・連携を支える道路が必要です（自動車移動による同駅

の６０分圏域人口は約９８５万人）。

相模原市全体では、人口減少が見込まれるものの、橋本駅周辺では

まちづくりの進展による交通量の増加（約１８，５00台/日）を見込んで

います。さらに、現在も駅周辺の国道16号は、国が定める主要渋滞箇所

に指定されており、負荷の軽減が課題となっています。

大西大通り線は、広域ネットワークの形成や周辺道路の交通円滑化を

図るために必要であり、上記（3）（4）（5）の効果も期待されることから、

整備事業の推進を図る必要があると考えています。
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４.移転先の確保に向けた支援策について

情報提供後においても、市が継続的に関われる体制として運用して

まいります。 ※情報提供をご希望の方は、リニア拠点整備事務所までご相談ください。

※不動産関係団体
 （公社）神奈川県宅地建物取引業協会 相模北支部
 （公社）神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部
 （公社）全日本不動産協会 神奈川県本部 さがみ支部

【不動産情報の提供に係る取組、運用方法】

＜不動産情報の提供のイメージ＞

(別添)説明会資料
スライドP10・11

 権利者の方の同意のもとに随時状況を把握

 権利者の方の希望に応じて不動産業者との相談の場に同席
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都市計画道路 大西大通り線に関する

近隣住民説明会

相模原市 都市建設局 リニア拠点整備事務所
リニアまちづくり課

開催日 ： 令和７年７月１１日（金）
７月１３日（日）

会 場 ： 緑区合同庁舎

説明会資料
令和7年12月抜粋版
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１ 市長から地権者・住民の皆様へ

２ 橋本駅南口のまちづくりについて

３ 大西大通り線に係る経過について

４ 移転先の確保に向けた支援策について

５ 今後の予定について

６ 戸別訪問等でいただいたご意見・ご心配事・

ご質問について

【質疑応答】

本日のプログラム（次第）

以下、項番３～５
のうち一部抜粋
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３.大西大通り線に係る経過について

内 容時期

広域交流拠点整備計画策定

➡ 「広域連携軸」として圏央道相模原IC方面と橋本駅南口を
結ぶアクセス道路の整備方針を位置付け

H２８．８

橋本駅周辺整備推進事業（土地区画整理と大西大通り線以外の

周辺道路整備）の概要と実施を決定

➡ 大西大通り線の起点となる橋本駅南口駅前通り線の概ねの

位置を決定

R３．９

大西大通り線の事業実施、現在の大西大通り線の概ねの位置、

都市計画決定までのスケジュールを決定
R４．１

橋本駅周辺整備推進事業に係る大規模事業評価

➡ 現在の大西大通り線の概ねの位置を公表
R４．２

大西大通り線に係る経過①
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３.大西大通り線に係る経過について

内 容時期

都市計画手続きに向けた事業説明会（近隣住民説明会）

➡ 現在の大西大通り線の位置や形状、断面図等を公表
R４．６～７

橋本駅周辺整備推進事業（土地区画整理と大西大通り線を含む

周辺道路整備）に係る都市計画手続き

［ 都市計画説明会～素案の縦覧～公聴会～都市計画原案の作成～

県知事協議～都市計画原案の公告・縦覧・意見書提出～都市計画審議会 ］

R４．８
～

R５．３

都市計画決定・告示

➡ その後、近隣住民説明会や反対する会の皆様との質問会等を

開催 ［ 大西大通り線に特化したもので３０回・延べ８７３人 ］

R5．３．７

市道の路線認定・告示R７．３．２５

道路区域の決定（変更）・告示R７．４．１１

大西大通り線に係る経過②
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代表幅員路線名

22.0ｍ大西大通り線

23.5m※交差点部橋本相原線

22.5ｍ橋本西通り線

49.0ｍ橋本駅南口駅前通り線

49.0ｍ橋本駅東通り線

22.5ｍ橋本駅氷川線

➡土地区画整理事業の区域決定、 6つの道路の都市計画決定・変更（令和5年3月）

橋本駅周辺整備推進事業の概要について

３.大西大通り線に係る経過について
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大西大通り線の必要性①

➡ 圏央道相模原インターチェンジとのアクセス機能を向上させるために必要

圏央道

×

リニア中央新幹線

三大都市圏（東京圏、名古屋圏、
大阪圏）を結ぶ新たな産業軸

首都圏における研究・
物流軸

「情報・人材・文化」

国内外からの

交流の要衝

３.大西大通り線に係る経過について

橋本駅周辺から相模原インターチェンジ方面への直達性を高めることにより、

多くの人や企業を呼び込み、更なる交流を創出するなど、周辺都市間との

交流・連携を支える道路として必要。
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大西大通り線の必要性②➡ 周辺道路の交通の円滑化のために必要

現在、駅周辺の道路は慢性的に渋滞しており、今後のまちづくりに起因する
交通の増加により、更に負荷をかけることが出来ない。

３.大西大通り線に係る経過について

橋本五差路

橋本駅南入口
交差点

大西大通り線
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３.大西大通り線に係る経過について

道路の線形の基本的な考え方
• 道路の構造に関する各種法令に準拠して、幅員などを確保

• 交通管理者（警察）等との協議により安全性と円滑な交通処理を確保

• 経済性（現道の利用や大規模構造物を避ける等）や土地利用を考慮

• 上記を踏まえて都市計画決定された線形となっている

• 大西大通り線の線形には国道16号以東の整備方針が影響

②橋本駅南口駅前
通り線と直線的
に接続

④圏央道方面へ
直線的に伸ばす

①駅前の土地を有効
活用するためリニ
ア駅上部に道路を
配置⑤周辺の交差点との距離、

交差点形状を考慮

③緩やかなカーブで
現道に擦り付け



9

３.大西大通り線に係る経過について

リニア駅上部に道路を配置した考え方

市道大西

高度利用が図れる土地を広く

確保することが可能となる
駅前空間における道路の線形を全線にわたり直線的に整備

することにより、安全かつ円滑な交通の確保が可能となる

広く接道すること

が可能となる

・リニア駅函体の地上部は、

『広域交流拠点整備計画』では、

耐荷重が必要な高度利用ではなく、緑と憩い

の軸や交通広場といった利用を想定

・その後の検討の中で、限られた駅前の土地

の更なる有効活用を図るため、道路として

利用することで計画
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『橋本駅周辺整備推進事業に係る不動産情報の提供等に関する協定』

（１）締結先

 （公社）神奈川県宅地建物取引業協会 相模北支部

 （公社）神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部

 （公社）全日本不動産協会 神奈川県本部 さがみ支部

（２）主な協力内容

・関係権利者の希望に応じた不動産情報の提供と契約に向けた相談等

・市が関係権利者向けの「個別相談会」を実施する場合の参加協力

（３）締結日

令和７年７月３日

橋本駅周辺整備推進事業の円滑な推進に向け、事業に係る土地所有者等の関係

権利者の皆様に対して、移転先となり得る不動産の情報提供等を行うための協定

を締結しました。

４.移転先の確保に向けた支援策について
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不動産情報提供のイメージ

②不動産情報の提供
の依頼

③不動産情報の提供

④不動産情報の提供

①不動産情報の提供
の要望

権利者相模原市

締結先＝各協会（不動産業者で構成）

⑤不動産業者へ問い合わせ
（相模原市又は権利者から）

⑥不動産業者と権利者で相談・取引

‣土地・新築・中古・賃貸
‣エリア・最寄り駅（徒歩●分）
‣予算 等

４.移転先の確保に向けた支援策について

『橋本駅周辺整備推進事業に係る不動産情報の提供等に関する協定』
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R12.4
工事開始※

※用地取得の進捗状況により、
取得できた所から前倒して工事
を実施していく場合があります。

R15.3
工事完了

R７.7
説明会（本日）

５.今後の予定について

～～

R7.3～4
路線認定・区域決定

事業スケジュール

※後続工区の用地取得について
第一工区の整備期間中であっても早期に土地の売却や
引っ越しを希望する場合は ご相談ください。

（補償調査/用地取得※）

～～

●事業の節目において適宜説明会を開催します。
●引き続き、職員による戸別訪問を実施します。

第一工区

後続工区

～～

用地測量

補償調査/用地取得

R７.4
説明会

第一工区の進捗状況を踏まえて
事業認可手続に着手予定

R７.7
説明会（本日）

R7.3～4
路線認定・区域決定（変更）

用地測量

R７.4
説明会

補償調査/用地取得

今後
事業認可申請（県へ）


